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・令和元年（2019年）度予算を起点に、22年（2040年）度までの見通しを試算しました。 
・「横浜市将来人口推計（H29.12)」や「中長期の経済財政に関する試算（内閣府、平成31年1月)」における、経済が足元の潜在成長率並みで推
移するベースラインケース（今後10年の平均成長率が実質１％程度、名目１％台後半程度）等をもとに試算しました。 

（億円） 
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市税総額 

個人市民税 

市税総額はR9年（2027年）度をピークに緩やかに減少 

市税総額  8,520億円 
 個人市民税         4,140億円 
 法人市民税          530億円 
 固定資産税・都市計画税 3,460億円 

個
人
市
民
税 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10

名目GDP成長率 (2.4) (2.3) (1.5) (1.7) (1.7) (1.7) (1.6) (1.6) (1.5) (1.5)

Ｒ
10
年 

Ｒ
22
年 

Ｒ
元
年 

Ｒ元年（2019年）度   4,040億円 

Ｒ元年（2019年）度  市税総額 8,380億円 
 個人市民税            4,040億円 
 法人市民税             590億円 
 固定資産税・都市計画税     3,340億円 

個人市民税はR5年（2023年）度（4,190億円）をピークに 

R6年（2024年）度から緩やかに減少 

Ｒ22年（2040年）度   市税総額 8,130億円 
 個人市民税            3,720億円 
 法人市民税              560億円 
 固定資産税・都市計画税     3,460億円 

Ｒ22年（2040年）度   3,720億円 



 

 

ＩＲの整備に伴うインフラ整備の官民の分担は、今

後の専門的な調査やサウンディングの実施、実施方針

を策定するなかで明確化していきます。 

なお、ＩＲの整備とは別に、すでに横浜港港湾計画

に位置付けられている臨港幹線道路の未整備区間につ

いては、国土交通省の直轄事業となるよう、港湾局に

おいて要望しています。 

 

 
 

＜参考＞特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（案） 

 

イ 実施方針の記載事項 

 （オ）設置運営事業者等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項 

   〜略〜IR 区域の周辺地域の開発及び整備並びに交通環境の改善等に関して、IR

事業者に金銭の負担を求める場合には、その負担の内容及びその金額を、できる

限り具体的に示すことが求められる。 

 地下鉄や臨港幹線道路の延伸、上下水道などの敷設に 

係わる市費負担の捻出方法と負担することの考え方 

資料 23 



 

山下ふ頭の移転補償費の支払済額と今後の推移 

 
・支払済額：約190億円 

・臨海債総事業費（移転補償費等見込額）：約460億円 

   ※この見込額は、今後の調査及び検討により変更される場合があります。 
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1

2

3

4 調査票③－１については、添付したPDFファイル「【参考】20190426press（H30　観光集
客実人員及び観光消費額）」を参考に、実人員を算出してください。
また、③－２については、延べ数で算出してください。

ご記入にあたって（注意事項）

入力欄が足りない場合は、適宜、行の幅の変更や追加によりご対応ください。（列の追加
は行わないでください。）

為替レートは、ＵＳドル　１ドル＝110円でご記入ください。

調査票②、③については、安定稼働時の状況をご記入ください。なお、開業５年目で安定
稼働となると想定しています。異なる見込みの場合は、調査票②「当期純利益」欄にその
旨と理由をご記入ください。
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■ＩＲに関する情報提供　①経済効果、雇用創出

備考（算出根拠等）

本市への経済効果 -

ＩＲ建設時 -

直接効果 [★] 億円

全体効果 [★] 億円

IR運営時 -

直接効果 [★] 億円

全体効果 [★] 億円

神奈川県への経済効果 -

ＩＲ建設時 -

直接効果 億円

全体効果 億円

IR運営時 -

直接効果 億円

全体効果 億円

国内への経済効果 -

ＩＲ建設時 -

直接効果 億円

全体効果 億円

IR運営時 -

直接効果 億円

全体効果 億円

本市への経済効果 -

ＩＲ建設時 [★] 人

うち直接雇用者数 [★] 人

うち間接雇用者数 [★] 人

ＩＲ運営時 [★] 人

うち直接雇用者数 [★] 人

うち間接雇用者数 [★] 人

神奈川県への経済効果 -

ＩＲ建設時 人

うち直接雇用者数 人

うち間接雇用者数 人

ＩＲ運営時 人

うち直接雇用者数 人

うち間接雇用者数 人

国内への経済効果 -

ＩＲ建設時 人

うち直接雇用者数 人

うち間接雇用者数 人

ＩＲ運営時 人

うち直接雇用者数 人

うち間接雇用者数 人

経済波及
効果

雇用創出
効果

項　目

金額等



■ＩＲに関する情報提供　②事業性

備考（算出根拠等）

投資見込額 [★] 億円

整備コスト （初期投資）[★] 億円 【市内調達率　　　％】 [★]

建築工事、設備投資等 億円

カジノ施設 億円

国際会議場施設（1号） 億円

展示施設（2号） 億円

魅力増進施設（3号） 億円

送客施設（4号） 億円

宿泊施設（5号） 億円

その他施設（6号） 億円

その他（外構等） 億円

億円 必要な項目とコストをご記入ください。

億円

億円 借地を想定する場合は、希望する借地期間をご記入ください。

億円 【市内調達率　　　％】 [★]

億円

ＩＲ年間売上見込額 [★] 億円

ゲーミング売上見込額 [★] 億円

海外客　売上見込額 億円

マス：ＶＩＰ割合

国内客　売上見込額 億円

マス：ＶＩＰ割合

海外客：国内客の割合

ノンゲーミング売上見込額 [★] 億円

カジノ施設（飲料など） 億円

国際会議場施設（1号） 億円

展示施設（2号） 億円

魅力増進施設（3号） 億円

送客施設（4号） 億円

宿泊施設（5号） 億円

その他施設（6号） 億円

ゲーミング割合 [★]

当期純利益 [★]

EBITDA [★] 億円 投資額に対するEBITDAの倍率　　　　倍

投資回収年数 [★] 年 　

事業性

項　目

金額等

その他開発経費等（設計
費、事務費等）

計画地内インフラ整備 [★]

土地代金 [★]
（取得代金又は賃料年額）

運営コスト（年間） [★]

計画地外インフラ整備 [★]



■ＩＲに関する情報提供　③－１　【実人員ver.】訪問客数、観光消費、増収効果

備考（算出根拠等）

万人

日帰り客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

宿泊客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

万人

日帰り客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

宿泊客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

うち、カジノ訪問客数（年間） [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

　

万人

国際会議場施設（1号） [★] 人

開催件数（年間） [★] 件

参加者数 [★] 人

展示場施設（2号） [★] 人

開催件数(年間） [★] 件

参加者数 [★] 人

観光消費 億円

増収額合計 [★] 億円

カジノ納付金 [★] 億円

カジノ入場料 [★] 億円

その他の税収 [★] 億円

法人市民税 [★] 億円

億円

億円

増収効果
（市）

IR訪問客数（年間） [★]

項　目

その他（事業所税等）

訪問客数

※延べ数
ではなく、
実人員を
算出して
ください。
（市文化
観光局発
表資料参
照）

ＩＲ内ﾎﾃﾙ：ＩＲ外（市内）ﾎﾃﾙの
割合 [★]

ＩＲ訪問客のうち、カジノ訪問客の占
める割合 [★]

固定資産税・都市計画税 [★]

ＩＲ設置による
市全体への観光客数（年間）[★]

市全体の観光消費額の増加（年間）
[★]

金額等

うち、ＭＩＣＥ施設訪問客数（年間）
[★]



■ＩＲに関する情報提供　③－２　【延べ数ver.】訪問客数、観光消費、増収効果

備考（算出根拠等）

万人

日帰り客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

宿泊客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

万人

日帰り客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

宿泊客数 [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

うち、カジノ訪問客数（年間） [★] 万人

海外客：国内客の割合 [★]

万人

国際会議場施設（1号） [★] 人

開催件数（年間） [★] 件

参加者数 [★] 人

展示場施設（2号） [★] 人

開催件数(年間） [★] 件

参加者数 [★] 人

観光消費 億円

増収額合計 [★] 億円

カジノ納付金 [★] 億円

カジノ入場料 [★] 億円

その他の税収 [★] 億円

法人市民税 [★] 億円

億円

億円

市全体の観光消費額の増加（年間）
[★]

増収効果
（市）

固定資産税・都市計画税 [★]

その他（事業所税等）

項　目

金額等

訪問客数

※延べ数
で算出し
てくださ
い。

ＩＲ設置による
市全体への観光客数（年間）[★]

IR訪問客数（年間） [★]

ＩＲ内ﾎﾃﾙ：ＩＲ外（市内）ﾎﾃﾙの
割合 [★]

ＩＲ訪問客のうち、カジノ訪問客の占
める割合 [★]

うち、ＭＩＣＥ施設訪問客数（年間）
[★]



■ＩＲに関する情報提供　④施設概要

備考（算出根拠等）

カジノ施設 [★] ㎡ ㎡ 　

うち、ゲーミング面積 [★] ㎡ ㎡

国際会議場施設（1号） [★] ㎡ ㎡

人 －

展示施設（2号） [★] ㎡ ㎡

魅力増進施設（3号） [★] ㎡ ㎡ 　

－

送客施設（4号） [★] ㎡ ㎡

宿泊施設（5号） [★] ㎡ ㎡

－

スイートルーム割合 [★] 割 －

最小客室面積 ㎡ －

㎡ －

その他施設（6号） [★] ㎡ 　㎡

㎡ 　㎡

駐車場 ㎡ 　㎡

台数 [★] 台 －

IR施設合計面積 [★] ㎡ 　㎡

施設概要 室数・うちスイートルームの
室数 [★]

主な施設の名称、座席数等

項　目

スイートルームの最小面積

主な施設の名称、規模等
[★]

最大国際会議室の収容人
員 [★]

延床面積 NET面積（専有）

　　室・　　室



IR（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり 

検討調査（その２） 報告書(抜粋）

平成 28 年 3 月 

横浜市

委託先：有限責任監査法人トーマツ



ii. カジノ運営事業者の法規制に基づく取組

シンガポールでは、カジノ管理法等に基づき、カジノ運営事業者は以下のギャンブル依存症

対策を実施している。

シンガポールにおける法規制に基づく取組

内容

入場

制限

入場料徴収  シンガポールの内国人及び永住者よりカジノ施設への入場料を

徴収（入場料は 24 時間パス（100SGD（8,500 円）／回）と

年間パス（2,000SGD（170,000 円／年）の 2 種類）

年齢制限  21 歳未満の者のカジノ施設への入場を禁止

排 除

プ ロ

グ ラ

ム

自己

排除

 問題ギャンブル全国協議会に入場排除申請をした者をカジノ施設

から排除

家族

排除

 問題ギャンブル全国協議会に対して家族によって入場排除申請さ

れた者をカジノ施設から排除

強制

排除

 以下の者をカジノ施設から排除

- カジノ運営事業者・カジノ規制機構・警察に指定された者

- カジノ管理法が定める条件に該当する者（すなわち、生活保護受

給者、債務未返済の破産者）

- 問題ギャンブル全国協議会が特定の条件158に該当すると認定し、

強制的に入場排除登録をした者

入場

回数

制限

自己  問題ギャンブル全国協議会に入場回数制限申請をした者に対し

て、申請入場回数分のみカジノ施設への入場を許可

家族  問題ギャンブル全国協議会に対して家族によって入場回数制限申

請された者に対して、申請入場回数分のみカジノ施設への入場を

許可

強制  問題ギャンブル全国協議会が特定の条件に該当すると認定し、強

制的に入場回数制限登録をした者に対して、登録入場回数分のみ

カジノ施設への入場を許可

広告制限  カジノに関する国内向けの広告・宣伝を禁止159

金銭入手手段の制限  内国人に対する信用取引160を禁止161

158 特定の条件とは、問題のある信用記録を持つこと、ギャンブルによって金銭トラブルに陥る可能性があること
である。
159 但し、カジノ規制機構の許可を得た場合、広告・宣伝活動が可能である。 
160 信用取引とは、金銭・チップ以外での賭金の受入、金銭または金銭的価値を有する物の貸与、クレジットカー
ド取引またはデビットカード取引による金銭・チップの供与、与信の付与が含まれる。
161 但し、内国人のうち、残高が 10 万 SGD（850 万円）を超えるデポジット口座を保有する者については、カジ

ノ運営事業者は与信を提供できる。



内容

金銭入手手段の制限  カジノ施設内の ATM 設置を禁止

責任あるゲーミング  責任あるゲーミング・プログラム162を策定し、カジノ規制機構の

承認を取得

 当該プログラムは年次で自ら評価し、報告書に取り纏め、カジノ

規制機構に提出

出所：シンガポール政府の公表情報をもとに有限責任監査法人トーマツ作成

排除プログラムの登録者数は年々増加しているが、これは主に自己排除プログラム登録者数

の増加、特に外国人登録者の増加によるものであることが分かる。外国人による自己排除プロ

グラム登録者数増加の理由としては、政府による外国人労働者受入推進を背景として企業によ

る外国人労働者の雇用が増加しており、多くの企業が外国人労働者を雇用する際に自己排除申

請を要請していることが考えられる。

シンガポールにおける排除プログラムの種類別登録者数推移（千人）

出所：シンガポール政府の公表情報をもとに有限責任監査法人トーマツ作成

iii. カジノ運営事業者の自主的な取組例

シンガポールでは、責任あるゲーミング活動の一環として、カジノ運営事業者が顧客のため

に、カジノ施設内に責任あるゲーミングに係るパンフレット・看板等を設置しているほか、ギ

ャンブル依存症の兆候を示す顧客の行為等を発見した場合、一定期間、顧客をカジノから排除

することとしている。また、責任あるゲーミング・アンバサダーを配置し、ギャンブル依存症

162 責任あるゲーミング・プログラムとして、カジノ運営事業者の従業員に対する責任あるゲーミングの研修・教

育、顧客自らカジノ利用上限金額を設定できる自己上限設定プログラムの提供、上級管理職から成る責任あるゲー

ミング委員会の設置及び責任あるゲーミング・プログラムの策定・評価等がある。
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横浜市が依存症対策について現在実施している内容、体制、市の負担、市大との連携 

 

１ 実施内容 

（１）依存症相談関係 

ア 依存症相談窓口（こころの健康相談センター） 

依存症問題でお困りの市民の方や関係機関を対象に、電話や面接による相談を実施していま

す。（平成 29 年５月から窓口開設） 

 

イ 精神保健福祉相談等（区福祉保健センター） 

  精神保健福祉相談の一環として、依存症について、電話や面接による相談を実施しています。 

 

（２）普及啓発（こころの健康相談センター） 

   リーフレットやホームページによる情報発信とともに、啓発週間に合わせた広報よこはまへの

特集記事の掲載など、啓発活動を実施しています。 

    

（３）依存症回復プログラム（こころの健康相談センター） 

依存症の当事者を対象として、こころの健康相談センター（精神保健福祉センター）におい

て、依存症の疾病の特性や行動などのパターンを学ぶプログラムを実施しています。 
 

■実施方法（令和元年度） 

１クール（週１回×８週）、各回定員 10 名程度、年間 3クール開催 

 

（４）家族教室（こころの健康相談センター及び区福祉保健センター） 

依存症者の家族を対象として、専門家による講義や参加者による意見交換等のプログラムを

とおして、疾病や対応について学習する場として開催しています。 

こころの健康相談センターでは、平成 14 年度の開始時から平成 28 年度までは、「薬物依存症

家族教室」として実施していましたが、平成 29 年度からは、依存症全般を対象とした開催して

います。 

 

（５）支援者向け研修会（こころの健康相談センター） 

    区福祉保健センターや地域ケアプラザなど、支援機関の専門職を対象にした、依存症に関す

る相談対応や支援方法を学ぶ研修を開催しています。 

 

２ 依存症対策予算額 

  平成 30 年度： 9,983 千円、平成 31 年度：23,342 千円 

 

 

※ 医学部を持つ横浜市立大学においては、医療面を中心に、研究面・人材面でも大きな役割を果たし

てもらうよう今後協議を始めます。 
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資料28
「30年中の横浜市人口動態」抜粋





 

ＩＲ（統合型リゾート）推進事業におけるアドバイザリー支援委託について 

 

年度 令和元年度 令和２年度※ 令和３年度※ 
金額 77,000 千円 111,000 千円 29,000 千円 

目的 実施方針の策定・事業者 
公募準備 

事業者公募・選定 区域認定申請 

主な業務内容 〇サウンディング実施支援 
〇競争力強化・事業効果最

大化に向けた分析 
〇事業実施条件・公募条件

の検討支援 
〇実施方針策定支援 
〇事業者選定方法の検討支

援 

〇事業者公募・選定手続き支

援 
〇応募事業者の実態調査（経

営実態等の適格性確認） 
〇事業者との実施協定・契約

交渉支援 

 

〇区域整備計画作成支援 
〇事業者との各種調整支援 

 

各年度に共通

して発生する

業務 

〇プロジェクトマネジメント 
〇各会議体の資料作成・運営支援 
〇通訳・翻訳業務 

※令和２～３年度について 140,000 千円の債務負担設定。年度割については、現時点の想定であり、変更となる 

場合があります。 
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ＩＲ（統合型リゾート）推進事業における法務支援について 

 

 

１ 令和元年度９月補正予算要求額 

   40,000千円 

  

  

２ 主な業務内容 

  ・海外事例（契約項目、関連法令等）の調査・分析 
  ・各種法的論点整理・課題検討に係る法務支援 
  ・実施方針・区域整備計画に記載する法的事項整理 
  ・事業者と締結する実施協定案の作成に向けた論点整理 
  
  

３ 支援が想定される法律等 

   特定複合観光施設区域整備法、会社法、商法、民法、地方自治法、税関係、ＷＴＯ等の日本と海外との協定等 
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平成 28 年度 

横浜市における依存症対策の現状調査 

報告書（抜粋） 

横浜市 

平成 29 年３月 

冊子の全体については、以下のＵＲＬに掲載しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kokoro/izonsho/izonsyou.html



横浜市における依存症対策の現状調査 

３．横浜市における依存症対策のまとめと課題 



横浜市における依存症対策の現状調査 

３．横浜市における依存症対策のまとめと課題 

○調査の実施内容

・本調査は、横浜市及びその周辺域を中心とした地域の様々な社会資源による依存症

対策（主にアルコール、薬物、ギャンブル依存症）の取組等を把握し、整理するこ

とによって、今後の横浜市における依存症対策の検討に資することを目的とした。

・調査項目としては、本市の実施事業のほか、依存症に対応する県内の医療機関（病

院・診療所）、市内の民間団体（回復施設、自助グループ）、都道府県・政令市の精

神保健福祉センター、国などの取組を対象とした。

・調査方法としては、一般的に情報収集のために用いられる既存文献（主にインター

ネット）からの情報を中心として、情報の収集を行った。あわせて、今後、施策の

検討の中でも重要であると考えられる医療機関に関しては、既存文献からは読み取

りにくい対応プログラムや関連機関の連携など状況について把握するため、アンケ

ート調査を行った。

○調査の中から見えてきたこと

・市内の社会資源としては、「精神保健福祉センター」２か所（神奈川県立精神保健福

祉センター、横浜市こころの健康相談センター）、「区役所福祉保健センター」18か

所、「医療機関」20か所（病院５か所、診療所 15か所。アンケート調査において依

存症に対応していると回答のあった機関に限る。）、「回復施設の拠点」10か所、「自

助グループのミーティング会場」105か所（アルコール 73か所、薬物 16か所、ギ

ャンブル 16 か所）となっていることが分かった。（平成 29年３月現在）

また、分布状況としては、行政機関を除く「医療機関」、「回復施設の拠点」は、概

ね、市中心部及び相模鉄道本線沿線にまとまっていることが分かった。

さらに、「自助グループのミーティング会場」は、市中心部及び鉄道沿線に多く見ら

れることから、交通利便性の高い場所で活動が展開されていることが想定される。

・「医療機関」については、県内 36か所の機関（病院 10か所、診療所 26か所。アン

ケート調査において依存症に対応していると回答のあった機関に限る。）のうち、依

存症の外来対応が可能な分野の内訳をみると、アルコールが 35か所（病院 10か

所、診療所 25か所）と一番多く、次いで薬物が 21か所（病院６か所、診療所 15か

所）、ギャンブルが 16か所（病院３か所、診療所 13か所）となっている。（重複回

答） 

また、認知行動療法等の個別療法をはじめとした様々な回復プログラムの実施や、

行政機関のほかに、専門医療機関や回復施設、自助グループ等への紹介・連携が行

われていることが分かった。 

さらに、紹介・連携先としては、アルコールは専門医療機関、薬物・ギャンブルは

自助グループが最も多いなど、分野により違いがあることが分かった。 



横浜市における依存症対策の現状調査 

  ・「精神保健福祉センター」については、国が推奨する回復プログラムであるＳＭＡＲ

ＰＰ（せりがや覚せい剤再発防止プログラム）をベースとした、様々な依存症の回

復プログラムが各地のセンターで開発、試行、実施され始めており、依存症対策の

専門的対応が進みつつあることが分かった。

しかしながら、そのプログラムへの参加等に関しては、専門的かつ個別な対応が必

要であることが多いため、ホームページ上などから取得できる情報が限定的である

ことも分かった。

・「国」については、

① 「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議」の設置（平成 28年 12月、主

宰：内閣官房長官）による、ギャンブル等依存症全般についての包括的な対策

の推進・検討の開始

② 厚生労働省における「依存症対策推進本部」の設置（平成 28年 12月、本部

長：厚生労働大臣）による、アルコール・薬物・ギャンブル依存に関する事業

の推進組織の整備

③ 厚生労働省における「依存症対策全国拠点機関設置運営事業」や「依存症対策

総合支援事業」等（平成 29年度～）による、全国拠点機関（久里浜医療センタ

ー）や地域における依存症医療・支援体制の整備

など、依存症対策のさらなる拡充に向けた新たな取組が進められている。

○まとめ

・既存文献やアンケートから見えてきた情報では、依存症に対応する社会資源が現存

することが読み取れるが、市民にとって、社会資源の情報を網羅的に示すものや、

個々の状況によって何を活用すればよいのかといった情報に容易にアクセスするこ

とが、現時点では難しい状況であると考えられる。

・この状況を踏まえ、今後は、市内の依存症の対応に関する社会資源の詳細な情報に

ついて、市民にとって、さらに身近なものとなり、必要となったときにいつでも、

個々の状況に適した対応に繋がることができるよう、まずは、依存症の対応に関す

る情報提供の方法について、検討を進める必要がある。



 

 

 

 広報よこはま特別号の概要（予定） 

 

１ 内容 

   ＩＲの実現に向けた横浜市の考え方、市民説明会のご案内など 

 

２ 仕様 

 ４色×４ページ 

 

３ 配布方法 

   全戸配布もしくは新聞折込及びＰＲボックス等への配架 

   ※調整中 

 

４ 配布数 

   配布方法確定次第、配布数を確定 

 

５ 配布時期 

   補正予算の議決をいただいてから、なるべく早期に発行できるよう調整 
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令和元年度９⽉補正予算 ⼀覧（案）

【ＩＲ（統合型リゾート）推進事業】 （単位：千円）

アドバイザリー⽀援 ◆債務負担設定（R２~R３年度：140,000千円） 77,000

アドバイザリー⽀援 より専⾨的な調査分析や業務⽀援に係る監査法⼈等への委託 【他都市事例参考】 13[1] 77,000

法務⽀援 40,000

法務⽀援 各種法的論点整理、課題検討に係る法務⽀援、各種契約書の原案作成等 【他都市事例参考】 12[4] 40,000

交通・アクセス対策等検討調査 75,000

交通・アクセス対策等検討調査等 交通量推計等、交通対策⼿段（アクセス施設）検討、⼭下ふ頭現況測量等 【他事例参考】 13[1] 40,000

⼟地価格調査 ⼟地価格調査：35,000千円（17,500千円×２者）
【他事例参考】調査報告書：35,000千円（17,500千円×２者）
※「⼟地鑑定評価依頼事務要領」（財政局）鑑定報酬額表による
 47haを想定

13[1] 35,000

懸念事項対策 30,000

依存症実態調査 専⾨医療機関等と連携した調査を実施
※市内3,000⼈を想定

【他事例参考】専⾨医療機関等と連携した調査を実施
※市内3,000⼈を想定
【参考】H28国の予備調査 13[1] 30,000

市⺠説明会等関連経費 30,000

市⺠説明会・セミナー 市⺠説明会等運営委託
シンポジウム運営委託

説明会受付等：5,400,000円（300,000円×18区）
シンポジウム運営等委託：600,000円 13[1] 6,000

作成・配布委託 配布：11,970,000円（1,710,000部（※）×7.0円） 13[1] 12,000

印刷 印刷：5,985,000円（1,710,000部（※）×３.5円） 11[4] 6,000

広報展開 リーフレット作成・配布：1,500千円
動画作成：4,500千円

○リーフレット作成・配布：1,500千円
○動画作成：4,500千円
※毎年度、状況に応じてリニューアル・更新を想定

13[1] 6,000

事務的経費 8,000

概要パンフレット等
デザイン委託

32ページ程度、Ａ４フルカラー 【他事例参考】 13[1] 500

概要パンフレット等
印刷製本費

約25,000部
※各区役所、公共施設ＰＲボックス等

【他事例参考】
単価：120円×25,000部 11[4] 3,000

海外視察 外国旅費（２か所を想定） 9[4] 2,000
海外視察 現地対応等（２か所を想定） 13[1] 1,000
国内旅費（国内２か所を想定） 国内旅費：500千円（国内２か所を想定） 9[2] 500
有識者謝⾦等 【謝⾦基準】実施⽅針の検討等 8[1] 700
⾷糧費（お茶代） ⾷糧費（お茶代） 11[3] 10

その他準備経費 体制強化に係る準備経費等 備品の購⼊等 18[1] 290

【主な想定スケジュール】
R1・・・各種調査・分析等、RFC、実施⽅針策定及び公募要項策定

260,000

視察経費

協議会等運営

補正額

項⽬ 内容 積算の考え⽅ 節 補正額

啓発⽤配布資料
【広よこ特別版を全⼾配布】
※令和元年世帯数

01081069
テキストボックス
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［ 局］
〔補正理由及び概要〕　

（単位：千円）

　

　
　１　令和元年度事業概要

　２　補正内容 （単位：千円）

　３　スケジュール

※現時点での

　想定スケジュール

（ ）

計

国費
県費
その他特定財源
市債
一般財源

アドバイザリー支援

法務支援

交通・アクセス対策等検討調査

懸念事項対策

広報関連

項目

260,000
-
-
-
-

260,000

77,000
40,000
75,000
30,000
30,000
8,000

260,000
-
-
-
-

260,000

77,000
40,000
75,000
30,000
30,000
8,000

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

R1年度
【当初】

R1補正見込
【９月】

R1補正後
【現計】

その他事務費

財
源
内
訳

ＩＲ（統合型リゾート）に向けた本格的な検討・
準備に伴う補正

事業の概要

-

令和元年度
特記事項事  業  名

９ 月 補 正 事 業 別 予 算 要 求 書 （ 歳 入 歳 出 ）

- -

260,000

260,000

（様式　１-①）

ＩＲ（統合型リゾート）推進事業

財　源　内　訳

- -

政策

-

一般財源県
一 般 財 源 等

市債その他区　分 金　額

-

-

- -

負担金

260,000

-

国

(1) アドバイザリー支援　・・・競争力強化に向けた分析など専門的な調査分析や実施方針の策定業務支援等
(2) 法務支援　・・・各種法務支援、分析等
(3) インフラ・交通アクセス等検討調査　・・・交通アクセス対策等検討調査、測量等
(4) 懸念事項対策　・・・依存症実態調査
(5) 広報関連・・・広報よこはまの配布、市民説明会の開催等
(6) その他事務・・・印刷製本、有識者会議等の開催など

今回補正要求
額

執行見込額

現計予算額

-

-

260,000

ＩＲ（統合型リゾート）の実現に向けて、山下ふ頭を立地場所として、特定複合観光施設区域整備計画の
認定申請に向け、検討・準備を進める。

（要求内容）

-

-

--



（単位：千円）

計 計
計 計

8 節 報償費 計 計
有識者謝金等

9 節 旅費 計 計
(2)普通旅費 計 計

視察経費（国内）
(4)外国旅費 計 計

海外視察経費（国外）
（２か所を想定）

11 節 需用費 計 計
(3)食糧費 計 計

有識者等接遇
(4)印刷製本費 計 計

IR市民啓発用配布資料印刷
（広よこ特別版を全戸配布）
概要パンフレット印刷
（各区役所、公共施設ＰＲボックス等配布）

12 節 役務費 計 計
(4)手数料 計 計

法務支援

13 節 委託料 計 計
(01)費用 計 計

アドバイザリー支援
交通・アクセス対策等検討調査、測
土地価格調査
ギャンブル等依存症対策実態調査
市民説明会等運営委託
市民啓発用資料各戸配布委託
広報リーフレット作成・配布
広報動画作成
概要パンフレットデザイン委託
海外視察関連現地対応等経費

18 節 備品購入費 計 計
(01)庁用備品 計 計

体制強化に係る準備経費等

事　業　別　補　正　予　算　積　算　書 （様式　１-②）

款　項　目 補　正　後 の 積 算 補　正　前 の 積 算 増　△　減 増　減　理　由

【歳入】
0 0 0
0 0
0 0

計 0 0 0
【歳出】

700 0 700
700 0

2,500 0 2,500
500 0
500 0

2,000 0
2,000 0

9,010 0 9,010
10 0
10 0

9,000 0
6,000 0

3,000

40,000 0 40,000
40,000 0
40,000 0

207,500 0 207,500
207,500 0
77,000 0
40,000

4,500
500

30,000
6,000

12,000

計 260,000 0

1,000

290 0
290 0

260,000

35,000

290 0

290

1,500



 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度 

集客実人員調査及び観光動態消費動向調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 

横浜市文化観光局 

01081069
テキストボックス
資料39



 
 

2 

◆ 聞き取り調査の概要                                    

 (1) 調査目的 

  ア 実効性のある新たな観光振興施策の展開や施策効果の検証を図るため、国内外から横浜を訪れ

る観光客の動態や回遊性、立寄り先、消費額等を定量的に把握・評価し、観光入込客数の実人数

算出のための係数を算出する。 

  イ 観光産業の振興を図るための実態分析、施策立案のための基礎資料とする。また、観光が横浜

経済に貢献している実態を数値的に明らかにすることを目的とする。 

  ウ 横浜に訪れる観光客の動態や回遊性、立寄り先、消費額等を定量的に把握し、観光入込客数及

び消費金額を把握する。 

 

 (2) 調査方法 

   横浜市内の観光施設10か所で来街者（日本人に限る）に対して対面聞き取り調査 

 

 (3) 調査時季及び期間（春季・夏季・秋季・冬季の年４回、平日２日、休日２日、計16日間） 

第１回 

（春季） 

平 日 
平成29年５月24日（水）／晴れ 

平成29年５月25日（木）／曇り 

休 日 
平成29年５月20日（土）／晴れ 

平成29年５月21日（日）／晴れ（一部 ５月27日（土）／晴れ） 

第２回 

（夏季） 

平 日 
平成29年７月19日（水）／晴れ 

平成29年７月20日（木）／晴れ 

休 日 
平成29年７月15日（土）／晴れ 

平成29年７月16日（日）／曇り 

第３回 

（秋季） 

平 日 
平成29年９月20日（水）／曇り 

平成29年９月21日（木）／晴れ 

休 日 
平成29年９月16日（土）／曇り 

平成29年９月23日（土）／曇り 

第４回 

（冬季） 

平 日 
平成29年12月13日（水）／晴れ 

平成29年12月14日（木）／晴れ 

休 日 
平成29年12月９日（土）／晴れ 

平成29年12月10日（日）／晴れ 
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 (4) 調査場所（横浜市内の観光施設10か所） 

エリア 施 設 名 

みなとみらい・桜木町 
ランドマークタワースカイガーデン（中区みなとみらい） 

横浜赤レンガ倉庫（中区新港１-１） 

 

山下・関内 

横浜マリンタワー（中区山下町15） 

山下公園（中区山下町279） 

横浜中華街（中区山下町） 

山手・本牧 
港の見える丘公園（中区山下町114） 

三溪園（中区本牧三之谷58-１） 

磯子・金沢 横浜・八景島シーパラダイス（金沢区八景島） 

横浜北部 
新横浜ラーメン博物館（港北区新横浜２-14-21） 

よこはま動物園ズーラシア（旭区白根町1175-１） 

 

(5) 回答獲得数 

   各調査場所で季節ごとにおおむね100票以上の回答を得た。 

  

調 

査 

場 

所 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
タ
ワ
ー 

ス
カ
イ
ガ
ー
デ
ン 

横
浜
赤
レ
ン
ガ
倉
庫 

横
浜
マ
リ
ン
タ
ワ
ー 

山
下
公
園 

横
浜
中
華
街 

港
の
見
え
る
丘
公
園 

三
溪
園 

横
浜
・
八
景
島 

シ
ー
パ
ラ
ダ
イ
ス 

新
横
浜
ラ
ー
メ
ン
博
物
館 

よ
こ
は
ま
動
物
園 

（
ズ
ー
ラ
シ
ア
） 

合
計 

春季 
平日 60 60 60 60 60 64 60 65 60 60 609 

休日 60 61 60 60 60 60 64 60 60 60 605 

計 120 121 120 120 120 124 124 125 120 120 1,214 

夏季 
平日 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 595 

休日 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 595 

計 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,190 

秋季 
平日 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 591 

休日 56 60 60 60 60 55 60 60 60 56 587 

計 107 120 120 120 120 115 120 120 120 116 1,178 

冬季 
平日 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 550 

休日 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 550 

計 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,100 

合 計 447 471 470 470 470 469 474 475 470 466 4,682 



 

 

国の「宿泊統計調査」は、ホテルや旅館などの宿泊

施設に調査票を送付する形式で行っています。 

各宿泊施設の所在地情報が市町村単位であるため、

都道府県と市町村の数値を比較することが可能となっ

ています。 

一方、国が行う「旅行・観光動向調査」では、旅行

の目的地を都道府県単位で回答する回答様式となって

おり、市町村単位でのデータ収集は行っておりませ

ん。 

そこで、横浜市の日帰り割合や観光消費額を他の都

道府県等と比較するうえで、参考値として、調査目的

が同一でかつ調査項目が類似している国の「旅行・観

光動向調査」を使用しました。 

なぜ、外国人宿泊者数が少ない根拠として、観光庁の調査

を使い、日帰り観光客が少ない根拠として、横浜市の調査

を使ったかが分かる資料 
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